
　平素は、本市の教育・保育行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。また先日は、

京西保育園のこども園移行に関する現状についての意見交換会にご出席いただき、ありがとうご

ざいました。

　京西保育園の今後について、市として方針を決定いたしましたので、保護者の皆様には多大な

ご心配をおかけしておりますことから、取り急ぎ、次のとおりお知らせいたします。

◆平成29年4月のこども園開園を延期します。

　本市では、平成29年4月より京西保育園と六条幼稚園を再編し、両園舎を活用した分園方式の

こども園を開園する旨を説明してまいりましたが、分園での園運営に必要な六条小学校北側の歩

道確保の見込みが立っていないことや、京西保育園保護者の皆様より、きょうだい関係のある園

児の園舎間の移動や送迎を心配するご意見をいただいていることから、今年度の夏休みより開始

する予定であった、こども園移行のための工事に未だ着手の目途がたっていないため、今回、平

成29年4月のこども園開園を正式に延期することといたしました。なお、京西保育園と六条幼稚

園の現状の運営は継続いたします。

◆引き続き、こども園移行に向けた取組を行っていきます。

　平成29年4月のこども園開園に関しては延期としたものの、今後も、両園の再編及びこども園

移行に向け、取組を行っていきます。また、活用園舎に関しては、改めて地域及び保護者の皆様

と協議を行ってまいります。

◆六条幼稚園舎の耐震補強工事を実施します。

　六条幼稚園舎の耐震補強が必要な棟において、耐震補強工事を実施します。具体的な工事の期

間等の詳細は、決定次第、保護者の皆様にお知らせする予定ですが、現在のところ、11月頃から

3月末頃まで工事を行う予定であり、2学期以降は園児の安全確保のため、耐震補強が必要な棟で

行っていた4歳児クラスの保育と預かり保育は、下図のA棟及びリズム室で行う予定です。
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　六条幼稚園の未就園児クラスの保護者の皆様をはじめとした保護者の皆様には、平成29年4月

より六条幼稚園を単独でこども園に移行してほしいというご要望をいただいておりましたが、そ

の点について市として以下のとおり方針を定めております。

◆こども園移行には、施設の統廃合や民営化を行うことが本市の基本的な考えです。

　本市では、すべての市立幼稚園と市立保育園を再編することにより、幼稚園と保育園の機能を

合わせ持った一体型施設である認定こども園への移行を進めているところです。

　こども園移行においては、市立こども園を設置する場合は市立幼稚園・市立保育園の施設の統

廃合を行い、統廃合を行わず単独で移行する場合は、民営化し、私立の認定こども園へ移行する

という手法を用いることが、本市の基本的な考えです。

※市立幼保施設の統廃合により、生まれた人材と財源を市立こども園に投入

※園運営に民間活力を活用することにより、認定こども園へ移行

◆六条幼稚園を単独でこども園に移行することはできません。

　六条幼稚園は、京西保育園と再編することにより、市立こども園へ移行する予定であり、2園

を1園に再編することにより生まれた人材と財源を、3年保育や預かり保育の実施時間拡大、子

育て支援の充実など保育のサービスアップに投入する予定でした。しかし、再編を延期し、平成

29年4月は、京西保育園と六条幼稚園の両園を現状どおり運営する方針となったため、六条幼稚

園で3年保育を行う人材を確保することができないということが、本市の実情であり、六条幼稚

園を単独で市立こども園に移行することができない理由です。

　今後も、こども園移行に向け、決定事項があり次第、説明会開催や文書の配布などによってお知

らせさせていただきます。その他ご不明な点等ございましたら、以下までご連絡していただきます

ようよろしくお願い申し上げます。

[ 担当 ]　 子ども政策課　柏木・中村

[ TEL ] 0742-34-4792

[ FAX ] 0742-34-4798

[ MAIL ] kodomoseisaku@city.nara.lg.jp

[ 市立幼保施設の再編に関する市のホームページ]

http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000000000000/1366066836305/index.html
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